
厚生労働大臣が定める掲示事項（院内掲示） 

更新日：令和 7年 4月 1日 

 

Ⅴ 食事サービスに関する事項 

 

ⅱ．食事サービスに関する掲示事項について 

ⅱ）入院時食事療養費及び入院時生活療養費における標準負担額について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※ 現役並み所得者及び一般の方の一食当たり標準負担額は、管理栄養士または栄養士により栄養管理が行われているな

ど一定の要件を満たす保険医療機関の場合、「入院時の食事代の標準負担額」と同額を負担します。 


